
　11月３日、「第41回熊本県畜産共進会」が熊本県家畜市場（大津町）にて開催されました。
　県内各地域から選ばれた牛・馬・飼料作物により審査が行われ、肉用種牛の各部首席における最終選考において
肉用種牛第4部のむつみ号（畜主：西村 光広さん）、むつはる号（畜主：阪田 健男さん）、さちはる号（畜主：阪田 健さん）
がリザーブチャンピオンとなりました。
　優秀な成績を収められました畜産農家の皆さんをご紹介します。
○肉用種牛の部

（１部）　名誉賞４席　ふくまる１号　阪田 健一さん
（２部）　名誉賞首席　うめか号　　　西村 光広さん
（４部）　名誉賞首席　むつみ号　　　西村 光広さん
　　　　　　　　　　むつはる号　　阪田 健男さん
　　　　　　　　　　さちはる号　　阪田 健さん
○種馬の部

（１部）　優秀賞　　　妃翠号　　　　木之内 勇樹さん
○飼料作物の部

（１部）　名誉賞３席　イタリアンライグラス　上村 征二さん

第41回熊本県畜産共進会　結果紹介

〈問い合わせ〉阿蘇税務署　℡0967（22）0551
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　詳しくは、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)をご覧いただくか、阿蘇税務署にお尋ねください。

南阿蘇地域（高森町・南阿蘇村・西原村）の農業者を対象に！

南阿蘇村河陽1705-1　TEL.0967-67-2706

○簿記記帳と青色申告制度について（50分） 
簿記記帳の必要性、青申制度のメリット、具体的な手続き等
講師／税理士 渕川 知幸 氏（渕川税理士事務所 所長）

発表者／あさぎり町認定農業者 農業委員 的射場 洋一 氏

～制度の概要、具体的な申請手続き～  説明者／熊本県農業共済組合

主催／くまもと農業経営相談所

※事前予約制

○実践経営事例発表（20分） 

○新たな「収入保険」の概要について（40分） 

「収入保険」導入に係る
青色申告推進セミナー・個別相談会

12月19日

《13：30～15：30》 《15：40～17：00》

■場所／南阿蘇村役場2階大会議室
■とき／平成30年

青色申告セミナー1 個別相談2

熊本県担い手育成総合支援協議会／くまもと農業経営相談所
096-384-3333／096-387-1508
096-385-1468

TEL
FAX 43ninaite@nca.or.jpMail

主催者 事務局／（一社）熊本県農業会議内
〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号

水

参加者
募集

■ 対象者／高森町・南阿蘇村・西原村の3町村の農業者等
●認定農業者(農業法人)及び認定農業者協議会会員等
●４Ｈクラブ会員、認定新規就農者、農業次世代人材投資事業(準備型・経営開始型)受給者
●農業委員会関係者(農業委員、農地利用最適化推進委員、職員)
●関係機関等（町村農政主管課、ＪＡ阿蘇、農業共済組合南部出張所、阿蘇地域振興局等）

参 加 費 無 料

《13：30～17：00》

くまもと農業経営相談所に登録している専門
家(税理士)・関係職員、熊本県農業共済組合
等が、簿記記帳や青色申告制度、収入保険の
加入申請、更には農業経営の法人化等のそれ
ぞれの経営課題等、個別相談に応じます。

平成 31 年から農業経営全体を対象とした「収入保険」がスタートします。
この新しい保険は、全ての農産物を対象 ( 一部の農産物は除く ) に自然災害に加えて農産物を
価格低下等も含めた収入減少を補填する制度です。
また、収入保険への加入要件として「青色申告」を１年以上行っている農業者が対象となって
いますが、現在、青色申告を行っていない農業者で、同保険へ加入するためには、最寄りの税
務署へ青色申告承認申請書を提出する必要があります。
このため、新しい「収入保険」の周知と併せて、簿記記帳と青色申告制度への普及・推進を
図るため、南阿蘇地域の農業者を対象に、「収入保険導入に係る青色申告セミナー」及び

「個別相談会」を開催します。

■申込方法：参加を希望される方は、村及びひのくにねっと（熊本県農業会議）のホームページから申込書をダウン
ロードしていただき、必要事項を記載の上、FAX.096-385-1468にてお申込みください。パソコン等を
お持ちでない方は、村役場農政課の窓口に備えていますのでご利用ください。

申込期限：平成30年12月14日（金）必着

○配偶者控除及び配偶者特別控除の適用要件が改正
されました。

　配偶者控除の額が改正されるとともに、合計所得
金額が1,000万円を超える居住者については、配偶
者控除の適用はできないこととされました。
　また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計
所得金額の上限額が76万円未満から123万円以下
に変更となり、その控除額も改正されました。

○医療費控除を受ける場合は「医療費控除の明細書」
の添付が必要です。

　医療費控除を受ける場合は、医療費の領収書を添
付または提示する必要はありませんが、代わりに「医
療費控除の明細書」を添付する必要があります。
　医療費などの領収書（医療費通知に係るものを除
く。）については、後日、税務署から提出または提
示を求める場合がありますので、確定申告期限など
から5年間、ご自宅などで保管してください。
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